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貨物船千勝丸貨物船すみほう丸衝突事故に係る勧告について 

 

 本事故は、夜間、濃霧による視界制限状態の犬吠埼南方沖において、千勝丸が南西

進中、すみほう丸が北東進中、両船が真向かいに接近する状況下、千勝丸が、すみほ

う丸と約１,６００ｍまで近づいた際、左舷対左舷で航過する目的で速力を維持した

まま右転し、また、すみほう丸が、千勝丸と約２海里まで近づいた際、右舷対右舷で

航過する目的で針路をわずかに左へ転じ、その針路と速力を維持したまま目視で航行

したため、互いに接近していることに気付くのが遅れ、両船が衝突したものと考えら

れる。 

本事故においては、両船の当直航海士が、レーダー画面で互いの動きを確認すると

ともに、音響信号を使用したり、早期にＶＨＦによる交信を行ったりしていたならば、

互いの動きや操船意図を確認して減速するなど、衝突を避けるための措置を採ること

ができた可能性があると考えられる。 

また、各船長が、当直航海士から視界制限状態の状況を共に知らされ、安全管理規

程及び運航基準に従って当直体制を強化していたならば、互いの動きや操船意図を確

認することができ、本事故発生の回避に繋がった可能性があると考えられる。 

したがって、当委員会は、同種事故の再発を防止するため、事故調査の結果を踏ま

え、貴社に対し、運輸安全委員会設置法第２７条第１項の規定に基づき、下記のとお

り勧告する。 

また、同条第２項の規定に基づき、この勧告に基づき講じた措置について報告を求

める。 

 



 

記 

 

(1) 貴社は、運航船舶の乗組員に対し、視界制限状態時に他船と接近する状況とな

った場合は、ＶＨＦ及び音響信号を用いてコミュニケーションをとるよう継続的

に指導すること。 

(2) 貴社は、運航船舶の乗組員に対し、視界制限状態の状況下、船長が昇橋して指

示することの重要性を周知するとともに、当直体制を強化するよう継続的に指導

すること。 

 


